
税務署職員による

申告相談は

3月5日（金）
まで

確
定
申
告
の
必
要
な
方
は

①
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
、
不
動
産
収

入
の
あ
る
方
、
土
地
や
建
物
を
売
っ

た
方
な
ど
で
、
平
成
15
年
中
の
所
得

金
額
の
合
計
額
か
ら
、
所
得
控
除
の

合
計
額
を
差
し
引
き
、
そ
の
金
額
を

基
と
し
て
計
算
し
た
税
額
が
配
当

控
除
額
と
定
率
減
税
額
と
の
合
計

額
を
超
え
る
方

②
給
与
所
得
者
の
方
で
、
給
与
収
入
が

2
千
万
円
を
超
え
る
方
や
給
与
所

得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額

の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

な
ど

申
告
書
を
書
く
と
き
は

申
告
す
る
所
得
の
種
類
に
よ
っ
て

申
告
書
が
異
な
り
ま
す
。
申
告
書
を
書

く
と
き
は
、「
所
得
税
の
確
定
申
告
の

手
引
き
」な
ど
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ

い
。
税
務
署
か
ら
、
申
告
書
用
紙
が
送

ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
用
紙
で
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

《
申
告
書
の
種
類
》

【
確
定
申
告
書
Ａ
】

給
与
所
得
、
雑
所
得（
公
的
年
金
な

ど
）、
配
当
所
得
、
一
時
所
得

【
確
定
申
告
書
Ｂ
】

Ａ
に
該
当
し
な
い
所
得
の
あ
る
方

予
定
納
税
の
あ
る
方

※
譲
渡
所
得
の
申
告
や
損
失
申
告
を

す
る
際
は
申
告
書
Ｂ
の
ほ
か
、
別
表

も
必
要
と
な
り
ま
す
。

納
税
は
期
限
内
に

確
定
申
告
に
よ
る
所
得
税
の
納
期

限
は
、
申
告
期
限
と
同
じ
3
月
15
日
㈪

で
す
。
納
期
限
ま
で
に
最
寄
り
の
銀
行

や
郵
便
局
ま
た
は
所
轄
の
税
務
署
で

納
税
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

振
替
納
税
を
利
用
し
て
い
る
方
は
、
確

実
に
振
替
納
付
が
で
き
る
よ
う
、
振
替

期
日
の
前
日
ま
で
に
預
貯
金
額
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

確
定
申
告
を
す
る
と

所
得
税
が
還
付
さ
れ
る
場
合

確
定
申
告
を
す
る
義
務
が
な
い
方

で
も
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
確
定
申

告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得

税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
マ
イ
ホ
ー
ム
を
ロ
ー
ン
な
ど
で
取

得
し
た
場
合

②
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合

③
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
場
合

④
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
し
て

い
な
い
場
合

⑤
年
末
調
整
で
控
除
を
し
忘
れ
た
場

合
な
ど

※
還
付
を
受
け
る
た
め
の
申
告
書
は

2
月
13
日
以
前
で
も
、
豊
橋
税
務
署

に
提
出（
郵
送
可
）す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

申
告
書
の
提
出
先
は

豊
橋
税
務
署（
〒
440｜

8
5
0
4
豊

橋
市
大
国
町
111
）ま
た
は
申
告
会
場

へ
。

6
2004.2.12004.2.1 広報●がまごおり

7

豊
橋
税
務
署
1
0
5
3
2
◆
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2
0
1

所　

得　

税

いてお早めに！

5 4 3 2

3
／
1 27 26 25 24 23 20 19 18 17

2
／
16

月　
日

金 木 水 火 月 金 木 水 火 月 金 木 水 火 月 曜
日

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 個
人

課
税

○ ○ ○ ○ 資
産

課
税

※ 譲渡所得や贈与税の申告相談は資産課税担当がお受けします。4日間だけの相談となります
ので、日程にあわせて申告会場へお出かけください。

豊橋税務署職員の申告相談日　会場：蒲郡市民体育センター

申告期間中の問合先　蒲郡市民体育セ ンター内　申告会場 167◆9757

消費税の申告は 3月31日（水）まで


